


 かんぽ生命保険の植平です。本日はお忙しいところ、本説明会にご参加いた
だき、誠にありがとうございます。

 このたびは、弊社の契約乗換等に係る問題に関しまして、株主の皆さまをはじ
め、多くの関係者の皆さまに大変なご心配をおかけしておりますことを、心より
お詫び申し上げます。

 １ページにございますアジェンダに沿って、はじめに私から2020年3月期中間決
算のポイント、ご契約調査の中間報告、ビジネスモデルの再構築の3つの項目

についてご説明し、その後、副社長の堀金から、今期の中間決算の詳細をご
説明させていただきます。

 ３ページをご覧ください。
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 始めに、2020年3月期中間決算のポイントについて、ご説明いたします。

 左側の表をご覧ください。

 中間純利益については、2019年7月中旬以降の当社商品の積極的な勧奨停

止の影響による保険料収入の減少、ご契約調査に伴う追加的な費用等を計上
したものの、販売費用が減少したこと、資産運用収益が計画以上に増加したこ
となどにより、前年同期比11.0%増の763億円となりました。

 1株当たり中間純利益は、中間純利益の増加に加え、本年4月の自己株式取
得による株式数の減少の影響もあり、前年同期比17.9%増の135.15円となりま
した。

 右側の表をご覧ください。こうした上期の利益の進捗を踏まえ、今般、通期連
結業績予想を上方修正いたしました。修正後の2020年3月期の当期純利益は
410億円増の1,340億円、1株当たりの当期純利益は72.76円増の237.79円と修
正しております。

 このように、ご契約調査に係る対応や、商品の積極的な勧奨の停止による当
社の短期的な財務数値に与える影響が限定的である点、加えて、年間の1株
当たり配当金を76円とする従来の配当予想に変更がない点につきまして、ま
ずはご安心いただきたいと思います。

 現在、特定事案を含む全ご契約についてのお客さまのご意向確認と不利益の
解消や、独立した第三者による特別調査委員会において募集品質に係る課題
の究明を行っております。

 信頼回復に向けて、これらの取組みや各種改善施策に全社を挙げて取り組ん
でいく所存でございますので、株主の皆さまにおかれましては、今後とも、一層
のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 ５ページをご覧ください。
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 次に、お客さまのご契約調査の進捗状況についてご説明いたします。

 資料の中段をご覧ください。

 まず、特定事案調査につきましては、約15万6千人のお客さまへのご案内の送付を8
月5日から開始し、8月29日にご案内の送付を完了しました。

 この間、並行してお客さまへのコンタクトを重ね、これらの全てのお客さまにご連絡を
いたしました。このうち、9月27日時点で、約5万9千人のお客さまから、ご契約時の状
況やご意向を確認できております。

 その結果、お客さまからいただいた回答のみに基づいた集計結果ではございますが、
大変残念ながら、約6,300件の法令違反または社内ルール違反の可能性がある事案
を把握いたしました。このうち、1,400件程度が法令違反の可能性のある事案となって
おります。

 これらの事案について、募集態様に問題があったか否かを確認するため、募集人へ
の調査やお客さまへの確認等の追加調査を実施しております。

 この募集態様の調査においては、不適正な募集は１件たりとも見逃さないよう、徹底し
て厳正に調査を行っていく、という強い決意で会社として取り組んでまいります。

 また、ご意向を確認できた約5万9千人のお客さまのうち、約2万6千人の方から復元
等の詳細説明の希望をいただいております。お客さまのご意向に沿わず不利益を生
じさせたと認められる事案につきましては、ご案内状をお送りし、お客さまの不利益の
解消に向けて、最後の１件までしっかりと対応してまいります。

 資料の下段をご覧ください。

 次に、全ご契約調査につきましては、約1,900万人のご契約者さまへのご案内の送付
を完了し、9月27日時点で、お客さまから約68万通の返信はがき等をいただいていま
す。

 今後お客さまからご回答いただくものも含め、ご返信いただいたはがきへの記載内容
や、コールセンターにご相談いただいた内容をもとに、お客さまのご意向に沿わず不
利益を生じさせたものがないか、継続して調査を実施してまいります。

 ６ページをご覧ください。
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 次に、ご契約調査のスケジュールについてお話しいたします。

 先ほどご説明いたしました特定事案の調査については、12月末までに全体像
を把握し、進捗状況等をご報告いたします。

 これらのご契約調査における確認範囲および方法につきましては、中立・公正
な外部専門家による特別調査委員会にご説明し、ご意見をいただきながら実
施しております。

 特別調査委員会は、独自に事実関係および原因等について徹底した調査を
行い、その結果を踏まえて、根本原因の分析および再発防止策等の提言を含
む調査報告書を、年内を目途に作成することとしております。

 特別調査委員会の調査報告書に盛り込まれる根本原因分析および再発防止
策等に関する提言等につきましては、しっかりと受け止め、必要な対応を進め
てまいります。

 なお、2019年7月中旬より当社商品の積極的な勧奨を停止しております。

 かんぽ商品の通常営業の段階的な再開については、再発防止に向けた対策
等をより浸透・定着させる必要があること、特定事案調査について今暫く時間
を要すること、特別調査委員会が年内を目途に調査報告書を作成すること等
を勘案し、2020 年 1 月を目途に実施する予定です。

 再開までの間においては、「お客さま本位」、「再発防止に向けた対策」、「商品
知識の充実」についての研修等を実施し、再発防止策の浸透を図ってまいりま
す。

 ７ページをご覧ください。
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 お客さまに不利益が生じた契約乗換等に係る問題の根本原因については、特別調査
委員会により調査が行われているところですが、現時点での当社が当面対応していく
主な改善策について、ご説明いたします。

 １つ目の「企業風土の改革」については、経営陣のリーダーシップのもと、フロントライ
ンの意見を迅速に経営陣へ連携する仕組みや、本社とフロントラインの人事交流の活
性化等により、風通しの良い組織づくりに役立てます。また、個々の社員が、例えルー
ルがない領域においても、お客さま本位を基本に据えて行動できる企業風土をつくり
たいと考えております。

 ２つ目の「営業目標・評価・インセンティブの見直し」については、これまで、新契約実
績に偏重した営業目標となっていたことを踏まえ、来年度の目標については、保有契
約をお守りし、増やしていくという考え方に基づくものに見直すことを検討してまいりま
す。併せて、組織や社員の業績評価体系も見直してまいりたいと考えております。

 ３つ目の「お客さま本位の営業活動に関する態勢の強化」については、後ほどご説明
いたします当社のコンプライアンス部門、内部監査部門の体制を強化し、お客さま本
位に立った実態把握・効果検証に活用してまいります。

 ４つ目の「不適切な乗換契約等を発生させない仕組み」については、募集時に、郵便
局の管理者と当社SCで全件について事前チェックを行うことで、真にお客さまのご意
向に沿った契約となっているかを確認する取り組みを、既に実施しております。

今後は、新規契約申し込みの承諾可否に応じて、既契約の解約の効力を発生させる
条件付解約制度や、解約を伴わずに保障の見直しがお手続きできる契約転換制度を
導入し、お客さまに不利益を発生させない仕組みを作ってまいります。

 今後、特別調査委員会による調査により具体的な原因が明らかになり、新たな指摘
がなされた場合は、それらの指摘についても真摯に受け止め、対応してまいります。

 ８ページをご覧ください。
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 郵便局における当社商品の安定的なサービスの提供に向けた今後の態勢に
ついてご説明いたします。

 郵便局は、郵便・貯金・保険の事業を柱に、日本全国の地域社会に貢献する
組織として、150年近くの歴史を持っており、この間変わらず、お客さまにご支
持をいただいてまいりました。

 今回の問題を契機として、郵便局における募集品質を継続的に改善していくた
め、郵便局への関与を一層強め、今後、同様の事態を発生させないよう、ガバ
ナンスを強化していきたいと考えております。

 このため、当社の募集管理・コンプライアンス・苦情対応部門の体制を強化し、
これをお客さま本位に立った実態把握や、今後の保険販売に係る郵便局指導
、保険関連制度の見直し等に活かしてまいりたいと考えております。

 また、日本郵政では、内部監査、コンプライアンス、オペレーショナルリスク、お
客さま満足推進といった各種経営課題に関するグループ間の連携強化を目的
として、連絡会の設置を検討しておりますので、そうした機能も活用しながら、
郵便局における保険募集の品質改善を図ってまいります。

 １０ページをご覧ください。
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 次に、ビジネスモデルの再構築の全体像についてお話させていただきます。

 資料の左側をご覧ください。

 ビジネスモデルの再構築を進めるうえで、大前提となるのは、先ほどご説明い
たしました、契約調査を通じたお客さまの不利益解消とお客さま本位の業務運
営の確立です。

 資料の右側をご覧ください。

 年末の特別調査委員会の最終報告を待つ必要があると考えておりますが、９
月末に委員会が途中経過として取りまとめている中間報告において、今回の
事案が発生した要因として、商品とチャネルに関するご指摘がございます。

 商品については、商品開発に際して、郵政民営化法上の認可が必要とされて
いることにより、多様な保険商品の開発がなされていない、とのご指摘であり、
当社としても、商品ラインナップの拡充を図ってまいりたいと考えております。

 チャネルについては、郵便局という単一のチャネルに依存している、とのご指
摘であり、当社としても、今後、販売チャネルのあり方や、引受会社として代理
店への指導を浸透させるための態勢について、検討してまいりたいと考えてお
ります。

 当社としては、これらの構造的な要因に対して、新商品の開発・提供、チャネ
ル戦略の見直しを行うことで対応し、新たな企業価値の創出、向上につなげて
まいりたいと考えております。

 １１ページをご覧ください。
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 最後に、新商品の開発・提供についてお話しいたします。

 従前からご説明させていただいておりますとおり、当社には郵政民営化法上の上
乗せ規制があり、特別調査委員会からの報告でもご指摘のとおり、多様な商品ラ
インナップを確保する上で、これが一定の制約となっております。

 今回の事案を踏まえますと、郵便局チャネルにおいて、今後、お客さまニーズに
応えていくためには、多様な商品ラインナップを確保する必要があるものと認識し
ております。

 左側のグラフをご覧ください。生保マーケットにおいては第三分野商品の販売が
これまで好調に推移しており、市場規模の拡大が見て取れます。

 右側の図をご覧ください。こうした生保マーケットの動向を踏まえ、今後、第三分
野商品を開発・提供していくことで、お客さま本位の業務運営と企業価値の創出・
向上につなげてまいりたいと考えております。

 次ページ以降にて、第２四半期の決算につき、堀金よりご説明をいたします。
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 かんぽ生命の堀金です。

 私からは、2020年3月期中間決算の結果および業績予想修正、さらに関連す
る経営状況の詳細について、ご説明させていただきます。

 １３ページをご覧ください。
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 始めに、中間決算のポイントおよび業績予想の修正についてご説明いたしま
す。

 2020年3月期中間純利益は前期比11.0%増の763億円を計上し、修正前業績
予想に対する進捗率は82.1%となりました。

 高い進捗率となった主な要因は、次の３点となります。

 １点目に、運用収益については、世界的な金利低下により、海外クレジットファ
ンド等のパフォーマンスが改善したことや、株式の増配等により利息及び配当
金等収入が増加したことから、計画を上回る実績を確保いたしました。

 ２点目に、ご契約調査に関する追加的な施策費用や契約復元に関する引当金
を計上したものの、2019年7月中旬以降の積極的な勧奨停止に伴い業務委託
手数料が減少し、事業費が計画よりも減少しました。

 ３点目に、死亡率等の低下等により、死亡保険金等の支払いが計画よりも減
少しました。

 こうした上期の状況と第３四半期以降の業務運営の影響を加味し、業績予想
を上方修正いたしました。後ほど詳しくご説明いたしますが、修正後の2020年3
月期の経常利益は800億円増の2,700億円、当期純利益は410億円増の1,340
億円としております。

 １４ページをご覧ください。
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 ここでは、連結財務諸表の要約を記載しています。

 詳細は、決算短信等の資料でご確認ください。

 １５ページをご覧ください。
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 新契約の状況についてご説明します。

 第2四半期の新契約実績は7月中旬からの積極的な勧奨活動の停止等の影
響を受けたことから、個人保険の新契約年換算保険料は、前年同期比28.7%
減の1,316億円となりました。

 また、第三分野の新契約年換算保険料は、前年同期比36.1%減の211億円と
なりました。

 １６ページをご覧ください。
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 保有契約の状況についてご説明します。

 個人保険の保有契約年換算保険料は4兆5,558億円となり、前期末から若干
の減少となっております。

 第三分野の保有契約年換算保険料は7,443億円となり、同様に前期末から若
干の減少となりました。

 新契約の実績は第2四半期に落ち込んでおりますが、当社の保有契約全体に
与える影響は、現時点では限定的なものとなっております。

 １７ページをご覧ください。
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 資産運用の状況についてご説明します。

 当社の資産運用は、円金利資産と円金利負債のマッチングを図るALMの観点か
ら、公社債が中心となっています。

 左の表のとおり、昨今の超低金利環境の継続を受け、運用資産の多様化を進め
てきた結果、株式・外国債券などの収益追求資産の残高は10兆1,191億円、総資
産比で13.9％となりました。

 右の表のとおり、平均予定利率は、予定利率引き下げの効果が表れ、1.69％とな
りました。また、利子利回りは1.81％となり、385億円の順ざやを確保しました。

 また、金銭の信託を通じて保有している国内株式の減損や、為替変動リスクのヘ
ッジに伴う金融派生商品費用が増加したことにより、キャピタル損益は574億円の
損失となりました。

 １８ページをご覧ください。

17



 当社の資本構成についてご説明いたします。

 資料の左側のグラフをご覧ください。連結ソルベンシーマージン総額については
約5.6兆円となっております。その構成は、資本金、危険準備金、価格変動準備
金といった、非常に安定した科目で約75%となっており、引き続き高い健全性を維
持しています。

 なお、EVおよびESRにつきましては、2019年9月末以降に適用する前提条件に
つき、ご契約調査等の影響を反映した合理的な説明ができるものが決定された
段階で計測し、速やかに公表いたします。

 １９ページをご覧ください。
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 連結業績予想の修正について、ご説明いたします。

 2019年7月中旬以降、積極的な勧奨活動を停止していることから、年度を通じ
た新契約は前期に比べて大きく減少するものと見込んでいます。

 経常収益は、保険料収入の減少が見込まれるものの、それに伴う責任準備金
積立負担の減少が同時に見込まれること、加えて資産運用収益の増加が見込
まれることから、業績予想を据え置きといたしました。

 経常利益は、お客さま対応に伴う費用の増加が見込まれるものの、一方で新
契約の減少に伴う販売費用の減少および資産運用収益の増加がそれを上回
ること等を踏まえ、業績予想を上方修正いたしました。

 当期純利益は、経常利益の上方修正に、契約者配当準備金繰入額の増加お
よび法人税等支払の増加の影響を加味して、業績予想を上方修正いたしまし
た。

 ２０ページをご覧ください。



 今回の業績予想修正につきまして、経常利益について、基礎利益をベースに、
その変動要因をご説明させていただきます。

 保険関係損益につきましては、ご契約調査に係る経費や契約復元に係る引当金
等の追加的費用が発生するものの、業務委託手数料の減少の影響が上回り、
約400億円程度の増益要因となっております。

 順ざやにつきましては、第2四半期までの良好な進捗と、第3四半期以降の堅調
な利息配当収入の確保を見込み、約300億円程度の増益としております。

 加えて、キャピタル損益についても、ヘッジコストの減少を見込み、約100億円の
改善を見込んでいることから、1,900億円から、2,700億円に上方修正をしており
ます。

 ２１ページをご覧ください。
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 最後に、株主還元についてお話しさせていただきます。

 11月14日の取締役会において、1株当たり38円の中間配当を実施することを決議
いたしました。

 なお、株主還元方針についての変更はなく、年間の1株当たり配当金を76円とす
る従来の配当予想からの変更はございません。

 以上で私からの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。

21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36





38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49


